
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問い合わせ先》 

独立行政法人国立病院機構 柳井医療センター 

      〒７４２－１３５２ 山口県柳井市伊保庄９５ 

ＴＥＬ （０８２０）２７－０２１１ 

ＦＡＸ （０８２０）２７－１００３ 

ダイレクトイン （０８２０）２７－００３１ 

療 育 指 導 室（内線５６６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     独立行政法人国立病院機構柳井医療センター 

 

療養介護サービス 

指定発達支援医療機関（医療型障害児入所支援） 

 

利用のご案内 
 

１ 柳井医療センターにおける障害福祉サービス 

２ 生活スケジュール 

３ 日中活動（療育） 

４ 利用に係る費用 

５ 障害福祉サービス受給者証等の申請 

６ 病院との契約、個別支援計画 

７ 成年後見制度の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 柳井医療センターにおける障害福祉サービス 

当院の診療の柱は政策医療である重症心身障害児（者）の療養介護事業（76 床）と一般医療（204 床 神経難病疾患、

消化器病疾患、腎臓機能不全疾患を中心）からなっています。 

当院は、医療機関としての役割に加えて、障害者総合支援法に基づく『療養介護サービス』と児童福祉法に基づく『指定

発達支援医療機関（医療型障害児入所支援）』を一体的に運営している機関です。利用対象としては、主に重症心身障害児（者）

としています。重症心身障害児（者）とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ方です。 

「医療・看護・療育・リハビリ」など多職種連携のもと医療と福祉サービスを提供しています。 

 

２ 生活スケジュール 

1階病棟              2階病棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※療育、機能訓練を適宜実施しています。  

  ※ご本人の状況等により、生活スケジュールが異なりますのでご了承下さい。 

オムツ交換は適宜おこないます。 

〇学齢児の方は、山口県立田布施総合支援学校の訪問教育を受けることができます。 

 

３ 日中活動（療育） 

ご本人のニーズを把握していき、「遊び」と「やすらぎ」、「寄り添う」支援を目指し取り組んでいます。 

（個別療育・病棟療育・グループ療育等についての年間計画をたてます） 

その他、「外出行事」 や 「季節の行事」 を実施しています。  

☆季節の行事例（年間） 

５月：春の行事  ７月：夏の行事  １０月：還暦お祝い会 

１２月：冬の行事  １月：成人式      

 

４ 利用に係る費用 

ご本人に負担していただく費用：医療費・福祉サービス費・食費の一部と日用品費 

負担額：ご本人の収入状況により異なります。 

ご不明な場合は、各市町村、子ども家庭センター・児童相談所にお問い合わせください。 

＊小児特定疾患医療受給者証・特定疾患医療受給者証は利用できません（他科受診の場合は利用可能） 

日用品費：内訳は、洗面・入浴用具代、おむつ代、洗濯代、口腔衛生用品、衛生用品などになります。 

ご希望の方を対象として、衣類代、散髪代、インフルエンザなどのワクチン代があります。 

 

 

５ 障害福祉サービス受給者証等の申請 

当院へ入所される場合には、各種受給者証の交付を受けていただく必要があります。 

18歳以上の方：利用サービスの種類は『療養介護サービス』といいます。利用していただくためには、「障害福祉サービ

ス受給者証」「療養介護医療受給者証」の交付を受けていただくことが必要です（申請窓口：各市町村）。   

18歳未満の方：利用サービスの種類は『指定発達支援医療機関（医療型障害児入所支援）』といいます。「入所受給者証」

「入所医療受給者証」の交付を受けていただくことが必要です（申請窓口：子ども家庭センター・児童相談所）。 

 

～申請の流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

６ 病院との契約、個別支援計画 

～契約の流れ～ 

 

 

 

① 受給者証の交付。    

② 契約内容をご説明します。病院と本人又は成年後見人、保護者（ご本人が１８歳未満の場合）で契約を結びます。 

利用契約書・重要事項説明書の説明に同意され、それぞれに署名、捺印することにより契約が成立します。  

③ 個別支援計画の説明をします。個別支援計画作成にあたり、ご本人や成年後見人、保護者に要望をお聞きしたり、

質問をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

７ 成年後見制度の利用  

意思疎通が難しい方・契約行為が難しい方には、ご本人の権利・利益を守るためにも成年後見制度の利用をお願いしてい

ます（ご本人が18歳以上の場合）。 

 

 

 

成年後見制度とは、民法を基本とした制度です。判断能力が十分でない 

方のために、家庭裁判所が選任した代理人（成年後見人等）が活動を行 

うことで、ご本人が安心して生活を送れるよう支援する制度です。 

 

 

 

 

  ６：３０ 起床 

  ７：００ 朝食 

  ８：００ 洗面・口腔ケア  

  ９：００ 検温 

  ９：３０ 入浴（週２回） 

１１：３０ 昼食・口腔ケア 

１４：００ おやつ 

１７：００ 夕食 

 口腔ケア 

２１：００ 消灯 

  ６：３０ 起床 

 洗面 

  ９：００ 検温  

１０：３０ 注入 

１１：００ 口腔ケア  

１３：３０ 入浴（週２回） 

１４：３０ 注入 

１６：３０ 口腔ケア  

１７：３０ 注入 

２１：００ 消灯 

①申請 
 

受給者証 

発  行 

個別支援計画 

作成・説明・署名捺印 

契  約 

説明・署名捺印 

 

① 18歳以上の窓口：市町村福祉課、18歳未満の窓口：子ども家庭センター・児童相談所 

※申請時にサービス等利用計画案（相談支援事業所等が作成）の提出を求められます（18歳未満不要） 

② 認定調査員がご本人と面会し、心身の状況などについての障害支援区分認定調査を行います。 

医師の意見書が必要です。                                   

その後、審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます。（18歳未満不要） 

 

②調査・ 

審査・判定 

 

③支給決定 
 

④契約 

 

⑤利用開始 

 
③ 障害支援区分認定やサービス等利用計画案をもとに支給決定が行われ、「障害福祉サービス受

給者証」、「療養介護医療受給者証」（「入所受給者証」、「入所医療受給者証」）が交付されます。 
 

④ 当院とサービス利用に関する契約を交わします。 

⑤ サービスの利用に応じて、利用者負担額をお支払いいただきます。 


